
年 会 費 一 覧 表 
公益社団法人 三次法人会 

電 話：０８２４−６３−２９１８ 
F A X：０８２４−５３−１１８２ 

会 費 規 程 
 
（目  的）第１条 この規程は、公益社団法人三次法人会の定款第８条の規定に基づき、会費に関し必要な事項を定めるものとする。 
（会費種類）第２条 会員は毎事業年度、会費を納入しなければならない。 

年額会費（月額会費×１２ヵ月）は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。 
 資 本 金 区 分 通年度年会費 中途入会時月額年会費 

（１）正会員は資本金額により次のとおりとする 年 額 会 費 月 額 
資本金５００万円未満 ５，０００円 ４００円 
資本金５００万円以上１，０００万円未満 ７，０００円 ６００円 
資本金１，０００万円以上３，０００万円未満 ９，０００円 ７００円 
資本金３，０００万円以上５，０００万円未満 １２，０００円 １，０００円 
資本金５，０００万円以上 １５，０００円 １，２５０円 
支店法人等 １０，０００円 １，０００円 
（２）準会員 

正会員の子会社に相当する者。（同族グループ法人、関連法人）会費は１，０００円とする。 
（３）賛助会員は本会の活動に賛助する法人又は個人。 

法人は年額会費１０，０００円、個人は、年額会費２，０００円とする。 
※会費について【資本金により決められています】 

注１．入会金は不要 
注２．正会員の年会費は、月額により年会費を算定します。この場合１ケ月未満は１ケ月に切り上げます。 

 （例、１０月に入会した場合・・・・１０月から翌年の３月までの６ケ月分となります。） 
注３．次年度からは、年額を毎年８月２７日（休日の場合翌営業日）に指定口座より自動引落になります。 
   別途「預金口座振替依頼書」がございますのでご利用下さい。 


